
協議第１８号  
 
   合併協定項目一括提案について  

 
以下の協定項目について、次のとおり一括提案する。  

 
１～８ 略  

 
９ 町名、字名の取扱い  

 
（１） 住居表示については、現行のとおりとする。  
（２） 町又は字の区域及び名称については、原則として現行のと

おりとする。大字名については、大字の字句を削除した名称

とする。ただし、川本町の「明戸」については、「川本明

戸」とする。  

 
 
１０～２１ 略  
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